令和８年度江戸川区包括外部監査業務仕様書

１　業務内容
包括外部監査人（以下「監査人」という。）は、地方自治法(以下「法」という。) 第２５２条の２７第２項に規定する包括外部監査契約（以下「契約」という。）に基づき、包括外部監査を実施し、監査結果に関する報告を、江戸川区長（以下「区長」という。）、江戸川区議会議長、監査の対象となった行政委員会の長及び江戸川区監査委員に提出するものとする。
 
２　履行期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで
 
３　履行場所
江戸川区役所（江戸川区中央１丁目４番１号）ほか
 
４　執務室等の提供
　　　監査の実施に適する場所の提供とは区役所、もしくは区が管理する施設内に独立した室を区が用意することとし、光熱水費、電話使用料は区の負担とする。その他、必要な設備や什器等については、都度区と協議し、必要に応じて監査人に提供するものとする。
　　
５　監査の実施に伴う連絡調整
監査の実施に伴い、関係各課への事情聴取や資料提出の必要がある場合は、必ず区と調整し行うこととする。
 
６　監査の結果に関する報告
（１）監査の結果に関する報告の名称
　　ア 包括外部監査の結果報告書（以下、「報告書」という。）
　　イ 包括外部監査の結果報告書（概要版）（以下、「概要版」という。）
（２）提出方法
監査人は、報告書の案及び概要版の案を令和９年２月２６日（金）までに区長に提出するものとする。
また、監査人は、報告書及び概要版を３月下旬までに区長に提出して、経営企画部企画課及び監査委員に説明するものとする。
（３）提出部数
報告書及び概要版においては、法第２５２条の３７第５項の規定に基づく必要部数に加え、別途２部（正本１部、副本１部）を提出する。
（４）電子データの提出
報告書及び概要版の電子データを電子媒体（光ディスク等）で提出する。
 
７　一般事項
（１）本契約に必要な消耗品などは、特別の定めのない限り全て受託者の負担とする。第７項の規定以外の区の資産等を使う場合は、事前に協議すること。
（２）受託者は、本契約実施中において区又は第三者に害を及ぼした場合、区又は第三者に責がある場合を除き、その責を負うものとする。
（３）受託者は、区の施設内で作業を行う場合、身分を証明するものを着用しなければならない。
（４）受託者は、現地調査等に伴い区施設内の写真を撮影する場合は、人物が識別できないよう撮影すること。また、個人情報及び機密情報が判別できないよう撮影すること。撮影したデータは、業務終了後速やかに区に譲渡するか、消去した上で消去証明書を区担当者に提出すること。
（５）受託者は、本契約における責任者に、情報資産の授受、運搬、保管及び管理について必要な措置を講じ、事故や不適切な取扱いがないように対応させること。
（６）受託者は、本契約実施中に事故が生じた場合は、速やかに区に対しその詳細について報告しなければならない。
（７）受託者は、区の条例、規則及び関係法令を遵守しなければならない。
（８）自動車を利用する際は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定を遵守すること。
（９）本仕様書の定めのほか、本業務における個人情報の取り扱いにあたっては、別添「個人情報保護に関する特約条項(様式２)」を遵守すること。
 
８　完了確認及び支払方法
（１）受託者は、本業務が完了した場合には、速やかに完了報告書及び監査費用の額を確定するために必要な資料の提出により本業務の完了の旨を区に報告するものとし、本区は完了報告書及び監査費用の額を確定するために必要な資料の提出を受領後速やかに本業務の完了を確認するものとする。
（２）委託料の支払いは、完了を確認後、受託者からの請求書を徴して処理する（一括払い）。
 
９　その他
（１）本委託で作成される成果物に係る一切の権利は区に帰属する。
（２）受託者は、区から提供された資料は適切に保管する。また、契約終了後は本監査に当たり収集した一切の資料をすみやかに区へ返還、又は破棄するものとする。
（３）本仕様書に定めのない事項及び疑義のある事項については、区担当者と協議の上決定し行うこと。
 

１0　担当
　　江戸川区経営企画部企画課企画係　山﨑、長田、竹内
電話 ０３－５６６２－６０４５（係直通）
